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今年は7月28日（月）に生活支援相談会を実施し、5か所の相談支援機関（瀬野川学園、いくせい、めーぷ

る、広島市こども療育センター、光清学園）の方に相談支援者として来ていただき、２１件（訪問学級 1 件、

小学部３件、中学部３件、高等部１４件）の個別相談会を行いました。進路指導の方向性や、生活上の困りご

と（兄弟を含めた家族支援、留守中の子どもへの支援など）、使ってみたい福祉制度、福祉サービスの情報提

供及び活用方法（ショートステイや移動支援の利用の仕方や事業所の選び方など）といった様々な内容の相談

がありました。 

相談会後のアンケートでは、「不安に思うことに対して具体的にいろいろ

と教えていただきとても参考になりました。」「親身になっていただき、相

談しやすかったです。」など、参加して良かったという感想が数多く出てい

ました。この相談会をきっかけにして、新たな取組につながることを期待し

ています。 

 

高等部第１学年 

進路学習として、１０月末に「高２職場体験実習から学ぶ」という学習を行います。職場体験実習の様子を 

先輩から聞き、学校生活との違いや働くために大切なことなどを考えていきます。また、「仕事を体験しよう」

という学習では、職場で行っている作業内容を実際に体験することで、各自が「仕事」について考える機会と

していきたいと思います。 

１２月には職場見学を予定し、卒業した先輩たちが働いている職場を訪問して、仕事の内容や働く人たちの 

様子、職場の雰囲気などを知り、作業体験もさせていだきます。これらの進路学習を通して、一人一人が考え

たり感じたりしたことを１月に実施される校内実習に生かしていきたいと考えています。また、職業コースで

は、１０月２３日（木）に職場見学（フレスタ横川店）を行い、職場の雰囲気を感じ、就労に向けての意欲を

高めていきます。１０月３１日（金）には保護者の方を対象に進路研修会を実施し、昨年度の進路状況や今後

の取組などについて説明させていただきます。また、職業コースでは、１１月下旬に保護者対象の職場見学を

行う予定です。卒業後に向けて今からどんなことができるか、何から始めるかなど考えるきっかけとなればと

思います。 

 

高等部第２学年～職場体験実習・保護者対象職場見学会～ 

１学期で企業の職場体験実習が終わり、２学期から施設・作業所の職場体験実習が始まっています。企業の

職場体験実習を終えた生徒は職場体験実習報告会を行い、実習の写真を見ながら仕事の内容やうまくできたこ

と、課題が残ったことなどを発表しました。生徒は、友達の発表を聞きながらいろいろな職種について考えた

り、社会人としての必要な力がどれくらい身に付いているかを振り返ったりしました。これから職場体験実習

に行く生徒は、事前学習を行ったり、実習を終えた生徒から話を聞いたりすることで、実習へのムードが高ま

っています。 

保護者の皆様には１１月から始まる保護者対象職場見学のアンケートを実施させていただきました。職場見

学スケジュールを調整中です。進路を考えていく上で大切な情報を知っていただく機会となりますので、御参

加よろしくお願いいたします。 

 

高等部第３学年  

それぞれ実習を行ったり、進路学習をしたりする中で卒業後に向けて 

準備を整えています。９月１９日（金）には、３～１２組で広島市心身障 

害者福祉センターに行き、余暇活動の体験をしました。仕事を頑張るには、 

休みの日に余暇を楽しみ、めり張りのある生活を送ることが大切ではないか 

と考えています。余暇を楽しむための施設があること、こんな楽しみ方があ 

ることを知る良い機会になったのではないかと思います。１、２組は１１月 

に卒業生を招き、卒業後の生活について話を聞く「卒業生から学ぶ」という 

授業を計画しています。こちらも卒業生が仕事のある日にどのような一日を 

過ごしているのか、どのような休日を過ごしているのかを聞かせてもらうこ 

とで、自分自身の卒業後の生活を考える機会にしたいと思います。 

 １１月には広島市健康福祉局障害福祉部自立支援課の方に来ていただき、卒業後に利用する施設（障害福祉

サービス事業所）の１２月申請の手続きについて研修をします。また、その中で、サービス等利用計画書の作

成の流れについても説明していただこうと思います。 

 

高等部職業コース ～職場実習を重ねる～ 

 職業コースでは、職場実習を３段階で実施します。第１学年３学期に実施する職場実習１と第２学年１学期

に実施する職場実習２を通して自分にふさわしい職種について考えます。同時に「働く」ということについて

考え、就労意欲を高める重要な実習といえます。 

 職場実習３は第２学年から就労が決定するまでの実習のことです。企業側にとっては１年以上先になる就労

計画が明確ではありませんが、障害者雇用率も絡めて人材を求めておられる会社へのアプローチを行って実習

先を決めています。 

 今年度も職場実習１の開始に向けて保護者対象職場体験実習説明会を終え、生徒は本校ジョブサポートティ

ーチャーとの面談を控えています。できると思われる仕事の体験で自信を付ける生徒、チャレンジしてみるこ

とで選択肢を広げることができる生徒、一人一人に十分な成果を期待しつつ実習先を決定していきます。 

 ２年生は実習３に向けてこれまでの実習の成果と課題を鑑みて職種を決めていきます。３年生の就労先決定

のための実習を優先しながらも本人の希望を受け止めていきたいと思います。 

 就労支援アドバイザーをお招きして学んできた職場でのルール、マナー、予想されるトラブルの解決法など

を身に付けて卒業できるよう、更に学校生活を有意義に過ごせるよう指導していきます。 

夏の生活相談会について 

 
フライングディスク、上手

く飛ばせるようになりまし

た。 



 

☆祭り・イベントの御案内☆ 

施設・作業所より、祭り・イベントの御案内が届いております。 

施設・作業所の雰囲気を知るチャンスです。是非お気軽に足を運んでみてください。 

森の工房AMA 

「秋のブルーベリーフェア」 

１０／１１（土） 

10：00～1３：３0 

安芸区矢野東二丁目４－２４ 

℡ ８８８－８８２２ 

どんぐり学園・広島どんぐり作業所 

      「どんぐりまつり」 

１０／１９（日） 

10：00～14：00 

安佐南区大塚西三丁目８－１ 

℡ ８４８－１０３６ 

広島市皆賀園 「皆賀園まつり」 
１０／２５（土） 

10：00～1５：00 

佐伯区皆賀二丁目１０－１１ 

℡ ９２１－０８１３  

広島南作業所 「南作業所まつり」 
１１／２（日） 

９：30～14：30 

南区西蟹屋一丁目１－４８ 

℡ ２６２－９８１８ 

つくしんぼ作業所 

      「つくしんぼ作業所まつり」 

１１／８（土） 

10：00～15：00 

東区戸坂くるめ木二丁目１２－

１５ 

℡ ２２０－２３３０ 

友和の里  「友和の里まつり」 
１１／９（日） 

10：00～14：00 

廿日市市友田２１８－３８ 

℡（０８２９）７４－２１５７ 

広島市東部障害者デイサービスセンター 

      「安芸区民まつり」 

１１／９（日） 

9：30～15：40 

安芸区船越南三丁目２－１６ 

（安芸区総合福祉センター） 

℡ 824-1036（東部デイ） 

広島市北部障害者デイサービスセンター 

      「センターまつり」 

１１／２２（土） 

10：30～15：00 

安佐北区可部南五丁目８－７０ 

℡ ８１５－０５１０ 

ユキ園   「ウィンターフェスティバル」 
１２／７（日） 

9：00～13：00 

安芸郡海田町浜角２－３３ 

℡ ８２２－７２２２ 

広島市心身障害者福祉センター 

      「文化祭」 

１２／７（日） 

10：00 開会式～ 

17：00 頃 

東区光町二丁目１－５ 

℡ ２６１－２３３３ 

森の工房AMA 

「クリスマスコンサート」 

１２／１２（金） 

18：00～2０：00 

安芸区矢野東二丁目４－２４ 

℡ ８８８－８８２２ 

アイ・サン・サン作業所 

「クリスマスバザー」 
12 月中旬 

西区鈴が峰町４１－１ 

℡ ２７７－４４１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

おおおお    知知知知    らららら    せせせせ    今年度の進路ガイダンスｐ.２３「福祉サービスについて Q＆A」にも 

ありますように、現在、障害福祉サービスを利用されている方は、平成２７年３月末までに 

サービス等利用計画書（ケアプラン）を作成し・提出することが必須となります。      

（ 平成２７年４月以降は完全実施 ） 

計画書の作成には、最寄の特定相談支援事業所に依頼する方法と 

自分で立てる方法（セルフプラン）があります。 

不明な点は、各区役所の保健福祉課にお問合わせください。 


